
〇会計科目細則

平成２６年　３月１５日制定

平成２８年　９月１７日改正

平成２９年１０月２１日改正

令和　４年　２月１９日改正

会計科目細則

　（趣旨）

第１条    この細則は、日吉台共有施設管理組合規約（昭和６１年５月２５日制定。以下

　「規約」という。）第５２条の規定に基づき、会計科目等に関し必要な事項を定める。

　（収入科目）

第２条    一般会計及び特別会計の収入科目は、次表に定めるところによる。

区分

１ 前年度の決算剰余金

規約第１２条第１項第２号の規定に基づき徴収するもので、

第４４条第３項に定める費用に使用するための収入

真空ゴミ輸送施設の運転委託費及び修繕工事費に要する経費

に対する富里市からの補助金

４ 預貯金に対する税引き後の利子収入

５ 国債及び地方債等の税引き後の運用差益

６ 規約第１２条第１項第１号の規定に基づく修繕積立金

７ 規約第１２条第１項第３号の規定に基づく下水道納付金

８ 他会計からの繰入金

９ 区分１から８までに定めがない収入

　（支出科目）

第３条    一般会計及び特別会計の支出科目は、次表に定めるところによる。

区分

１ 顧問契約に基づき支払う弁護士等の顧問料

費用を含む。）

２

３

維持管理費

市補助金

受取利息

債券運用差益

修繕積立金

繰入金

雑収入

前期繰越金

科目名

下水道納付金

説　明

科目名 説　明

顧問報酬

２ 　未収金回収費
未収金回収に係る諸費用（顧問報酬以外の弁護士報酬・訴訟
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（１）理事会その他の会議・交渉・調査に係る費用として理

事及び諮問委員に支給する費用弁償

支給額は、次のとおりとする。

ア　理事会　　　　　１回につき　　１，０００円

イ　その他の会議等　１時間当たり　　　５００円（１日の

限度額は、１，５００円とする。）

（２）役員慰労金

規約第３３条の規定に基づき支給する理事、監事及び諮問委

員に対する報酬を役員慰労金として、役員の任期満了時に支

給する。ただし、理事にあっては、理事会の出席率が６割以

上の者とする。

役員に支給する年額は、次のとおりとする。

理事長　　　 ３万円

副理事長　　　 　２万円

理事　　 　１万円

監事      １万円

諮問委員　　　　 １万円

（３）会議室使用料、飲物代、弁当代、資料代及び会議に関

する諸費用

事務所採用の職員・パート・アルバイトに係る賃金及び退職

慰労金（一時金）

（１）賃金・時給・一時金の見直しについては、毎年４月に

勤続年数を考慮し、理事会で決定する（勤続１年未満の者を

除く。）。ただし、支給基準がある場合で新規採用者の賃金

等を決定するときは、この限りでない。

（２）退職慰労金（一時金）は、勤続年数３年以上の者に支

給する。支給額は、次のとおりとする。

勤続年数　３年以上５年未満　 ３万円

　　　　　５年以上１０年未満　 ５万円

　　　　　１０年以上　 １０万円

印刷製本代、コピー用紙・トナー代、事務用品代及びその他

事務用消耗品代

４ 事務員給与

５ 事務費

会議費　３
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６ 印紙代

（１）通信費　

　郵送料、切手代、電話料金、ファックス料金、インターネ

ット通信料・プロバイダ料金等。

（２）交通費は、次のとおりとする。

ア　電車、バス、タクシー等の交通機関を利用した場合は、　

　実費を支給する。

イ　自家用自動車を利用した場合は、走行距離に１㎞当たり

　４０円を乗じて得た額を支給する。

ウ　研修・業務上で乗り合わせで自家用自動車を利用する場

　合は、１日につき１，０００円を借上料として車両提供者

　に支給する。

（３）出張費は、交通機関を利用した片道１００㎞以上の場

合とし、理事会の承認事項とする。交通費に次の費用を加算

して支給する。

ア　出張手当　１日当たり５，０００円

イ　宿泊費　実費（１万円以上の場合は、理事会承認事項）

　　 ウ　その他理事会で承認した諸費用　実費

８ センター及びゴミポストの電気料、上下水道使用料

机、椅子、カメラ、レコーダー等の事務所又は事務用に使用

する物品等の購入費

銀行の振込手数料、維持管理費の口座振替手数料、その他の

手数料

市に支払う事務所の使用料（電気代相当額を含む。）

（根拠）地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づく行

政財産目的外使用料

各種の損害保険料

　 事務所火災保険料、職員行動保険料、動産総合保険料、セン

ター火災保険料、機械保険料、賠償責任保険料

損害保険料以外の保険料

１３ 図書代、役員研修費

（１）真空ゴミ輸送施設の業務委託

９ 備品費

１０ 手数料

図書研修費

１４ 業務委託費

保険料１２

光熱水費

１１ 事務所使用料

租税公課

7 通信交通費
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（２）センターの電気保安管理業務委託

（３）これらに付随する業務の委託

（４）会計業務委託（決算書作成業務を含む。）

（５）事務に関する業務の委託

センター設備、輸送管設備、ポスト設備の修繕工事、機械

・設備類の更新工事、その他の工事

工事に付随する各種調査、業務委託については、本科目に

計上するものとする。

コピー機、パソコン、プリンター、サーバー等の事務機器の

賃貸借契約・リース契約に基づく料金

事務機器又はシステムの保守契約・サポート契約に基づく料

金

（１）弔慰金見舞金

弔慰金見舞金の支給については、弔慰金見舞金規程の定める

ところによる。

（２）その他の諸費用

１９ 基金の積立金

２０ 他会計への繰出金

２１ 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための費用

　　　附　則

　　（施行期日）

１　この細則は、令和４年４月１日から施行する。

　　（経過措置）

２　令和３年度以前の会計科目については、なお従前の例による。

予備費

１５ 工事費

積立金

繰出金

１６ 事務機リース料

１７ 保守料

１８ 雑費

１４ 業務委託費
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